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町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例の一部を改正する条例 

町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例（平成２４年１２月町田市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２項」に改める。 

第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中「第

８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。 

第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項を加え

る。 

 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は

当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応

型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項におい

て「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議

に対し活動状況の報告をし、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等

についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 第３９条に次の１項を加える。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対

しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならな

い。 

 第４０条第２項に次の１号を加える。 

- 1 -



（６）前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

第４４条第１０項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改める。 

第６２条を次のように改める。 

第６２条 削除 

 第６４条第２項第８号中「第６２条第２項」を「次条において準用する第３９条第

２項」に改める。 

 第６５条中「、第３７条」を「及び第３７条」に、「及び第３８条」を「から第３

９条まで」に、「読み替える」を「、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所

介護に」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護に」と、「６月」とあるのは

「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況」と読み替える」に改める。 

 第８５条第２項第７号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」に改める。 

第８６条中「、第３８条」を「から第３９条まで」に、「、第６１条及び第６２条」

を「及び第６１条」に、「、第５６条中」を「、第３９条第１項中「介護予防認知症

対応型通所介護に」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護に」と、「６月」

とあるのは「２月」と、第５６条中」に改め、「、第６２条第１項中「介護予防小規

模多機能型居宅介護に」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護に」と、「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」

を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第２０条第１項に規定する通所介護の

事業を行う者が、平成２８年３月３１日までに、厚生労働省令で定める別段の申出
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を行った上で、同年４月１日から町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例第４４条第７項に規定するサテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、平成

３０年３月３１日までの間、同条例第４８条第１項に規定する宿泊室を設けないこ

とができる。 
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 地域密着型介護予防サービス事業者

 法第８条の２第１２項に規定する地域密

着型介護予防サービス事業を行う者をい

う。 

（１） 地域密着型介護予防サービス事業者

 法第８条の２第１４項に規定する地域密

着型介護予防サービス事業を行う者をい

う。 

（２）～（７） 略 （２）～（７） 略 

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所において同

時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所においては共同生活住居

（法第８条第２０項又は第８条の２第１５項

に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）

ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地

域密着型介護老人福祉施設においては施設ご

とに１日当たり３人以下とする。 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所において同

時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供を受けることができる利用者の数の

上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所においては共同生活住居

（法第８条第１９項又は第８条の２第１５項

に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）

ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地

域密着型介護老人福祉施設においては施設ご

とに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第

１項に規定する指定居宅サービスをいう。）、

指定地域密着型サービス（法第４２条の２第

１項に規定する指定地域密着型サービスをい

う。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に

規定する指定介護予防サービスをいう。）、

指定地域密着型介護予防サービス若しくは指

定介護予防支援（法第５８条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又は介

護保険施設（法第８条第２５項に規定する介

護保険施設をいう。）若しくは指定介護療養

型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第

１項に規定する指定居宅サービスをいう。）、

指定地域密着型サービス（法第４２条の２第

１項に規定する指定地域密着型サービスをい

う。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に

規定する指定介護予防サービスをいう。）、

指定地域密着型介護予防サービス若しくは指

定介護予防支援（法第５８条第１項に規定す

る指定介護予防支援をいう。）の事業又は介

護保険施設（法第８条第２４項に規定する介

護保険施設をいう。）若しくは指定介護療養

型医療施設（健康保険法等の一部を改正する
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表

改正後 改正前 

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同法第２６条の規定によ

る改正前の法第４８条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設をいう。第４４条

第６項において同じ。）の運営（同条第７項

において「指定居宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有する者でなけれ

ばならない。 

法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を

有するものとされた同法第２６条の規定によ

る改正前の法第４８条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設をいう。第４４条

第６項において同じ。）の運営（同条第７項

において「指定居宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有する者でなけれ

ばならない。 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たっては、利用者、利用者の家

族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所

在する区域を管轄する法第１１５条の４６第

１項に規定する地域包括支援センターの職

員、介護予防認知症対応型通所介護について

知見を有する者等により構成される協議会

（以下この項において「運営推進会議」とい

う。）を設置し、おおむね６月に１回以上、

運営推進会議に対し活動状況の報告をし、運

営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機

会を設けなければならない。 

第３９条 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、前項の報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を作成するとともに、当該記録を公

表しなければならない。 

 

３ 略   略 

４ 略 ２ 略 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利

用者に対して指定介護予防認知症対応型通所

介護を提供する場合には、当該建物に居住す

る利用者以外の者に対しても指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供を行うよう努めな
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表

改正後 改正前 

ければならない。  

（記録の整備） （記録の整備） 

第４０条 略 第４０条 略 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から２年間保存しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、利用者に対する指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から２年間保存しなけ

ればならない。 

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略 

（６） 前条第２項に規定する報告、評価、

要望、助言等の記録 

 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４４条 略 第４４条 略 

２～９ 略 ２～９ 略 

１０ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、登録者に係る指定介護予防サービス

等（法第８条の２第１６項に規定する指定介

護予防サービス等をいう。以下同じ。）の利

用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居

宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専

門員を置かなければならない。ただし、当該

介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する第６項の表の当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項の中欄

に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。 

１０ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、登録者に係る指定介護予防サービス

等（法第８条の２第１８項に規定する指定介

護予防サービス等をいう。以下同じ。）の利

用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居

宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専

門員を置かなければならない。ただし、当該

介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がな

い場合は、当該介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する第６項の表の当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項の中欄

に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。 

１１～１３ 略 １１～１３ 略 

 （地域との連携等） 

第６２条 削除 第６２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者

の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表

改正後 改正前 

所が所在する区域を管轄する法第１１５条の

４６第１項に規定する地域包括支援センター

の職員、介護予防小規模多機能型居宅介護に

ついて知見を有する者等により構成される協

議会（以下この項において「運営推進会議」

という。）を設置し、おおむね２月に１回以

上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿

泊サービスの提供回数等の活動状況の報告を

し、運営推進会議による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な要望、助言等を

聴く機会を設けなければならない。 

 ２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、前項の報告、評価、要望、助言等につ

いての記録を作成するとともに、当該記録を

公表しなければならない。 

 ３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、その事業の運営に当たっては、地域住

民又はその自発的な活動等との連携及び協力

を行う等の地域との交流を図らなければなら

ない。 

 ４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、その事業の運営に当たっては、提供し

た指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関

する利用者からの苦情に関して、市等が派遣

する者が相談及び援助を行う事業その他の市

が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

 ５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の所在する建物と同一の建物に居住す

る利用者に対して指定介護予防小規模多機能

型居宅介護を提供する場合には、当該建物に

居住する利用者以外の者に対しても指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うよ

う努めなければならない。 

 （記録の整備）  （記録の整備） 

第６４条 略 第６４条 略 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業 ２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表

改正後 改正前 

者は、利用者に対する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間保存し

なければならない。 

者は、利用者に対する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間保存し

なければならない。 

（１）～（７） 略 （１）～（７） 略 

（８） 次条において準用する第３９条第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（８） 第６２条第２項に規定する報告、評価、

要望、助言等の記録 

（準用） （準用） 

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１

条、第２３条、第２４条、第２６条、第２８

条、第３１条から第３６条まで及び第３７条

（第４項を除く。）から第３９条までの規定

は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

事業について準用する。この場合において、

第１１条第１項中「第２７条に規定する運営

規程」とあるのは「第５７条に規定する重要

事項に関する規程」と、「介護予防認知症対

応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２６

条第２項中「この節」とあるのは「第３章第

４節」と、第２８条第３項及び第３２条中「介

護予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第３９条第１項中「介護予防認知症

対応型通所介護に」とあるのは「介護予防小

規模多機能型居宅介護に」と、「６月」とあ

るのは「２月」と、「活動状況」とあるのは

「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数

等の活動状況」と読み替えるものとする。 

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１

条、第２３条、第２４条、第２６条、第２８

条、第３１条から第３６条まで、第３７条（第

４項を除く。）及び第３８条の規定は、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第１１条

第１項中「第２７条に規定する運営規程」と

あるのは「第５７条に規定する重要事項に関

する規程」と、「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者」と、第２６条第２項

中「この節」とあるのは「第３章第４節」と、

第２８条第３項及び第３２条中「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と読

み替えるものとする。 

（記録の整備） （記録の整備） 

第８５条 略 第８５条 略 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間保

存しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者に対する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から２年間保

存しなければならない。 

（１）～（６） 略 （１）～（６） 略 
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＿部分は改正部分 

町田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例新旧対照表

改正後 改正前 

（７） 次条において準用する第３９条第２

項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録 

（７） 次条において準用する第６２条第２

項に規定する報告、評価、要望、助言等の

記録 

（準用） （準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

３１条から第３４条まで、第３６条、第３７

条（第４項を除く。）から第３９条まで、第

５６条、第５９条及び第６１条の規定は、指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

について準用する。この場合において、第１

１条第１項中「第２７条に規定する運営規程」

とあるのは「第８０条に規定する重要事項に

関する規程」と、「介護予防認知症対応型通

所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第２６条第２項中「この節」とあるのは「第

４章第４節」と、第３２条中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第３９条第１項中「介護予防認

知症対応型通所介護に」とあるのは「介護予

防認知症対応型共同生活介護に」と、「６月」

とあるのは「２月」と、第５６条中「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第５９条中「指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者」とある

のは「指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者」と読み替えるものとする。 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

３１条から第３４条まで、第３６条、第３７

条（第４項を除く。）、第３８条、第５６条、

第５９条、第６１条及び第６２条の規定は、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事

業について準用する。この場合において、第

１１条第１項中「第２７条に規定する運営規

程」とあるのは「第８０条に規定する重要事

項に関する規程」と、「介護予防認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第２６条第２項中「この節」とあるのは

「第４章第４節」と、第３２条中「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第５６条中「介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第５９条中「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者」と、第６２条第１項中「介護予防小規模

多機能型居宅介護に」とあるのは「介護予防

認知症対応型共同生活介護に」と、「通いサ

ービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況」とあるのは「活動状況」と読み替える

ものとする。 
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